【　例　】

 回覧 
令和 ７年　　　月　　　日

　各　　位

みどり市長　須藤　昭男

（ 建　設　課  ）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笠懸町　大間々町　東町　　第　　区長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年度　秋の道路愛護運動の実施について
　 日頃より、みどり市道路行政に対し、ご尽力いただき感謝申し上げます。

秋の道路愛護運動を下記のとおり実施します。地域道路などの清掃整備等についてご協力をお願いいたします。
記

1　実施日　　　　　令和 ７年　　　　月　　　　日　　（　　　）　
2　実施内容
道路・側溝等の清掃・除草、未舗装道路の維持修繕、通行に支障のある樹木の剪定、道路に隣接する施設（子供広場等）の除草及びごみ等の片付け。
3　その他
1 けがには十分ご注意いただき、危険のない範囲でご協力ください。
・ 作業中の万一の事故に備えて保険に加入しております。
・ 刈払機を利用する方への保険を希望する区は、実施日の１０日前までに「刈払機利用者リスト」を建設課へ御提出ください。提出がない場合、刈払機を利用する本人の怪我は保険の対象外となります。

2 道路砕石の補充や道路整地の要望がある場合は、隣組長が取りまとめて、区長へ申し込んでください。
砕石補充を希望する場合は、必ず沿線の住民や耕作者の同意を得て申し込んでください。
私道に関するご要望には対応できませんので、ご了承ください。
3 側溝清掃は、概ね半分の堆積を目安に無理の無い範囲でご協力ください。
4 個人の敷地内から出ている木の枝に関しては、所有者の方に了解を得てから伐採してください。
	［ごみの出し方について］

ごみは、通常のごみ出し日に、通常のごみ出しルールに従い、各ごみステーションに出してください。
ごみカレンダーのとおりに、必ず分別したうえで出してください。
指定袋の氏名欄には、必ず「道路愛護」と記入してください。

未記入又は記載誤りがあると業者が回収できない場合がありますのでご注意ください。
1　種類別に集めてください…分別収集
・ 可燃ごみ、缶、ビン、スプレー缶、ペットボトル

2　その他

・ ガスボンベ、タイヤ、バッテリーなどは、ごみステーションには出せません。
・ ペットボトルは、本来は資源ごみですが、汚れている際は可燃ごみとしてください。
・ スプレー缶は、必ず使い切ってから出してください。穴開けは不要です。


5 舗装道路の穴については、建設課が随時補修しています。気付いた箇所がありましたら建設課まで連絡してください。  建設課　ＴＥＬ　０２７７－７６－１９０４


